
土浦・阿見都市計画地区計画の決定（土浦市決定）

都市計画高津地区地区計画を次のように決定する。

名 称 高津地区地区計画

位 置 土浦市上高津及び下高津四丁目の各一部

面 積 約１６．０ｈａ

地区計画の目標

本地区は、国道６号と都市計画道路宍塚大岩田線が交差する、ＪＲ常磐

線土浦駅より約２．５ｋｍに位置し、大型店舗出店を一つの契機としてと

らえ、土浦市都心部との連携・機能分担等をとりながら、土浦市の新たな

にぎわい拠点づくりを目標とする。

土地利用の方針

本地区の持っている立地条件の特性を活かし、土浦市中心商業業務地と

の連携・機能分担等をとりながら、周辺の住環境や自然環境に配慮し、ま

た、周辺地域の景観に調和した緑豊かでゆとりある商業・業務地の形成を

行う。
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建築物等の整備方針

地区計画の目標及び土地利用の方針に整合した街並みを形成するため、

建築物等に関する制限を次のように定める。

（１）建築物等の用途の制限

（２）建築物の敷地面積の最低限度

（３）壁面の位置の制限

（４）建築物等の高さの最高限度

（５）建築物等の形態又は意匠の制限

（６）かき又は柵の構造の制限
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建築物等の用途

の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築

してはならない。

（１）住宅

（２）兼用住宅

（３）共同住宅、寄宿舎又は下宿

（４）神社、寺院、教会その他これ

らに類するもの

（５）ホテル又は旅館

（６）自動車教習所

（７）風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（昭和２

３年法律第１２２号）第２条第

１項第５号から第７号までに掲

げる営業の用に供する建築物

（８）風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（昭和２

３年法律第１２２号）第２条第

１項第８号に掲げる営業の用に

供する建築物（ただし、２以上

の用途に供する建築物内に設け

るゲームセンターで、その用途

に供する部分の床面積の合計が

当該建築物の床面積の合計の

５％以下のものは除く。）

（９）勝馬投票券発売所、場外車券

売場その他これらに類するもの

次の各号に掲げる建築物は、建築

してはならない。

（１）住宅

（２）兼用住宅

（３）共同住宅、寄宿舎又は下宿

（４）神社、寺院、教会その他これ

らに類するもの

（５）ホテル又は旅館

（６）自動車教習所

（７）風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（昭和２

３年法律第１２２号）第２条第

１項第５号から第７号までに掲

げる営業の用に供する建築物

（８）風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（昭和２

３年法律第１２２号）第２条第

１項第８号に掲げる営業の用に

供する建築物（ただし、２以上

の用途に供する建築物内に設け

るゲームセンターで、その用途

に供する部分の床面積の合計が

当該建築物の床面積の合計の

５％以下のものは除く。）

（９）勝馬投票券発売所、場外車券

売場その他これらに類するもの



（１０）倉庫業を営む倉庫

（１１）畜舎

（１０）倉庫業を営む倉庫

（１１）畜舎

建築物の敷地面

積の最低限度
３，０００㎡ ５００㎡

壁面の位置の

制限

建築物の外壁又はこれに代わる

柱の面までの距離は、次の各号に掲

げるものとする。

（１）都市計画道路（宍塚大岩田線）

沿は道路境界線から５ｍ以上

（２）その他の道路沿は道路境界線

から１ｍ以上

（３）隣地境界線から１ｍ以上

建築物の外壁又はこれに代わる

柱の面までの距離は、次の各号に掲

げるものとする。

（１）道路境界線から１ｍ以上

（２）隣地境界線から１ｍ以上

建築物等の高さ

の最高限度
３０ｍ ２０ｍ

建築物等の形態

又は意匠の制限

建築物等は、美観を確保し周囲の

景観との調和を図るものとする。

建築物等は、美観を確保し周囲の

景観との調和を図るものとする。

かき又は柵の構

造の制限

垣又は柵の構造は、次のいずれか

に該当するものでなければならな

い。ただし、門柱・門扉は、この限

りではない。

（１）道路側に突出しないよう管理

できる生垣

（２）地盤面からの高さが１．５ｍ

以下の鉄柵等の透視可能なも

ので、かつ、基礎部分が０．６

ｍ以下のもの

垣又は柵の構造は、次のいずれか

に該当するものでなければならな

い。ただし、門柱・門扉は、この限

りではない。

（１）道路側に突出しないよう管理

できる生垣

（２）地盤面からの高さが１．５ｍ

以下の鉄柵等の透視可能なも

ので、かつ、基礎部分が０．６

ｍ以下のもの

備 考
建築物等に関する事項の規定に関しては、市長が公益上必要な建築物

でやむを得ないと認めたものについては適用を除外する。

「区域は計画図表示のとおり」

周辺の住環境や自然環境に配慮し、また、周辺地域の景観に調和した緑豊かでゆとりある商業・業務地

としての土地利用を行うとともに、周辺地区との整合性を持った土地利用を規制・誘導するため、本案の

とおり地区計画を定めるものである。


